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令和 3年 3月 31日(水曜日) 石川 県公 報 号 外
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0石川県国民審査事務執行規程の一部改正

0政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板
の類の証票に関する規程の一部改正 3 

選挙管理委 "'" A 
貝宏時三~<-1醤剤;同ト捌極E球主要事~~~ 1 1話会j部同炉心事~~~けみ j土1<-1i手炉心。

4p-長川母111rn::111十 1m同三~捌羽ト五日酎附E眠4~~=~民|日『同三~<-1霊草剤持捌掻(4!l(寝耳~~~ 1 話会l部同-rl{ð~~ 時三~剤;同ト出割 ~n眠~~同三~<-1謹捌;同卜潮騒制〈寝思亘(皆長川十社トト尽王E長剤絡事問1ゆI n眠~~思冨総 1 aJt>) ~ 1 1話会)告訴 Q ム~'，，:1部同がの。撚く十 | 毛無 ~1 1 ~歪l{ð。
E114紙 10:い捲↑-Afト I@J~豆zγ~~送Î1H室内「以告;S~~小と4異吋l{ðO

4 設置者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあっ

ては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、設置者本人

の署名その他の措置がある場合は、この限りでない。亘同様11 0:和維-hl同Þâ;同級川恥~-hlモト「⑪」会)主的。
亘幅拡i(aやまを-hl~ 1 1 丑ー 「⑮」会]歪心'~謎-hlモト事-lW'会]準特lI'r-<よJj t\--'~告訴:1告訴~吋小土i異州l{ð。

2 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあっ

ては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認、書類の提示又は提出を行うこと。ただし、候補者本人

の署名その他の措置がある場合は、この限りでない。E同年眠--\--J aJt>~経世 ~ 11 召一 I@J 会l歪心， I交付者印」会) I交付者氏名J:1' I差出人住所氏名手DJ会) I差出人住所氏名J

:1話交の。E回線<aJt>型経世 ~ 11 召ー 「⑮」会l亘0.' I交付者印」会) I交付者氏名J:1' I差出人住所氏名印」会) I差出人住所氏名J

:1部母子。。

亘同撚<aJt>経-hl~ gjfト 「⑮」会l亘0.' I検印者印」会) I検印者氏名J:1' I差出人住所氏名印」州「差出人住所氏名」

己都去の。~ 1~~眠十く日や饗-hlfト I@J 州亙0.' ~&を-hl~-lW':1告訴~~小:1異，1'<(l{d。

5 申出者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあっ

ては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、申出者本人

の署名その他の措置がある場合は、この限りでない。

E回線11+<aや経伝モト i@J会l歪0.' [iK謎-hl:1~堅-lW'-\J __)ν 告訴 e ム~''':1異吋l{ð O
備考 候補者本人が申請する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が申請する場合にあって

は委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認、書類の提示又は提出を行うこと。ただし、候補者本人の署

名その他の措置がある場合は、この限りでない。
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亘回線11+<aわ縫十fKG' 1 1召ー I@J会l歪D' [ig:経世 ~U堅刊1['~....Jド告訴 e ム1Í '''U異吋の。
備考 候補者本人が申請する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が申請する場合にあって

は委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、候補者本人の署

名その他の措置がある場合は、この限りでない。

亘幅拡川十11 aわ経世(1'¥-'G' 1 )モト I@J 必j歪三~ ' [ig:J，$T;:í岳4星術必j 建~.Jl1r ，.-;ムJ__)' 1'¥-' G'室長以室長Qム1I'''U異吋l{d。

2 選任者本人が届け出る場合にあっては本人確認、書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあっ

ては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、選任者本人

の署名その他の措置がある場合は、この限りでない。

亘幅拡川十11世継悩(1'¥-'G' 1 1)岳 「⑮」会j亘心， [ig:~き十占 4堅刊1['L!.告訴G'ム1Í'"と4 5妻'1'<の 。
3 選任者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあっ

ては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、選任者本人

の署名その他の措置がある場合は、この限りでない。

亘幅拡川十11中経hlG' 1 1召ー「⑮」会J;m:の。

E1同首長川十川E和主任官(1'¥-'G' 1 )モト 「⑮」会J;m:D ' [ig:主任T;:iU握付ムJ....Jν必G'''-6小L!.冥州防。

備考 職務代行者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあ

つては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、職務代行者

本人の署名その他の措置がある場合は、この限りでない。

E1旧総川十川Eや型経世(I'¥-'G'II)任 「⑪」会)豆ミト， [ig:~き十fK U~雲付ムJ ....J ν告訴な吋小L!.里吋l{ð。
備考 職務代行者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあ

つては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、職務代行者

本人の署名その他の措置がある場合は、この限りでないO

E幅拡川十同世継十fKG' 1 1召一 I@J;{<J歪:D'I交付者印」会JI交付者氏名JU' I差出人住所氏名印」会JI差出人住所

氏名JU部去の。

E114総川十同Eや型経世Q困モト 「⑮」州事:D' I検印者印」会JI検印者氏名JU' I差出人住所氏名印」州 「差出人住所

氏名JU部公の。

E1隠滅川十く中古警官G'111丑ーI@J会l豆D' I交付者印」会J I交付者氏名JL!.' I差出人住所氏名印」州 「差出人住所

氏名JU部去の。

E回線川十干ミE骨堂監hlG'llI召ー「⑮」会]亘D' I検印者印」会JI検印者氏名JU' I差出人住所氏名印」会JI差出人住所

氏名」以都台の。

E114撚E十日!t'J，$T;:iモト I@J会)歪D ' [ig:~をT;:í U翠付ムJ ....J ν告訴G'''-6小U異'1'< l{d。
備考 政党その他の政治団体の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人

が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。

ただし、政党その他の政治団体の代表者本人の署名その他の措置がある場合は、この限りでない。

EZ1同華民国十 11 aやまき伝モト 「⑮」 会l歪D' [ig:縦十占準付U室長Qム1I'" L!.異吋l{d。

3 政党その他の政治団体の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理

人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこ

と。ただし、政党その他の政治団体の代表者本人の署名その他の措置がある場合は、この限りでないO

E同撚国十川中経世モト「⑮」会J;m:D ' [ig:饗T;:í U~.Jl1r~....Jド告訴G'''-6小U異吋l{ð。
備考 政党その他の政治団体の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人

が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。

ただし、政党その他の政治団体の代表者本人の署名その他の措置がある場合は、この限りでない。

董歪

) J G'事z~ :tY <-1i手G'[ll iミ心選!とかの。

石川県選挙管理委員会告示第22号

石川県公職選挙事務執行規程(昭和30年石川県選挙管理委員会告示第 3号)の一部を次のように改正する。

令和 3年 3月31日

石 川 県選挙管理委 員会



令和 3年 3月 31日(水曜日) 石川 県公 報第1 5条中「総11 →-K保棋 11郎」を 「燃 11 +K保線川~J に改める。
第 1号様式、第15号様式、第17号様式及び第28号様式中 「⑮j を削る。

第33号様式中「印」を削る。

附則

この告示は、公表の日から施行する。

石川県選挙管理委員会告示第23号

号

石川県国民審査事務執行規程(昭和30年石川県選挙管理委員会告示第4号)の一部を次のように改正する。

令和 3年 3月31日

外

石 川 県選挙管理委 員 会

別記第4号様式中 「⑮Jを削る。

|刑貝IJ

この告示は、公表の日から施行する。

石川県選挙管理委員会告示第24号

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程(昭和56年石川県選挙管理委員会告

示第22号)の一部を次のように改正する。

令和 3年 3月31日

石 川 県選挙管理委員会

別記第 1号様式及び別記第 2号様式中 「昭和」を削る。

別記第 3号様式中 「昭和」及び 「印」を削り、同様式に備考として次のように加える。

備考 候補者等本人が申請する場合にあっては本人確認、書類の提示又は提出を、その代理人が申請する場合にあっ

ては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、候補者等本人

の署名その他の措置がある場合は、この限りでない。

別記第4号様式中「昭和j 及び 「印Jを削り、同様式に備考として次のように加える。

備考 後援団体の代表者本人が申請する場F合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が申請する場

合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、後援

団体の代表者本人の署名その他の措置がある場合は、この限りでない。

附則

この告示は、公表の日から施行する。

石川県選挙管理委員会告示第25号

石川県議会議員及び石川県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担に関する規程(平成6年

石川県選挙管理委員会告示第76号)の一部を次のように改正する。

令和 3年 3月31日

石 川 県選挙管理委 員 会

別記第 1号様式その 1中 「⑪Jを削り、同様式備考に次のように加える。

4 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあっ

ては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし、候補

者本人の署名その他の措置がある場合は、この限りではありません。

別記第 1号様式その 2中 i@Jを削り、同様式中備考を備考 1とし、その次に次のように加える。

2 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあっ

ては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし、候補

者本人の署名その他の措置がある場合は、この限りではありません。

別記第 1号様式その 3中 「⑪」を削り、同様式中備考を備考 1とし、その次に次のように加える。

2 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあっ

ては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認、書類の提示又は提出を行ってください。ただし、候補

者本人の署名その他の措置がある場合は、この限りではありません。
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別記第 2号様式その 1中 「⑮」を削り、同様式備考に次のように加える。

5 候補者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあっ

ては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし、候補

者本人の署名その他の措置がある場合は、この限りではありません。

別記第 2号様式その 2中 i@J を削り、同様式備考に次のように加える。

4 候補者本人が提出する場合にあっては本人確認、書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあっ

ては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし、候補

者本人の署名その他の措置がある場合は、この限りではありません。

別記第 2号様式その 3中 「⑮」を削り、同様式備考に次のように加える。

4 候補者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあっ

ては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし、候補

者本人の署名その他の措置がある場合は、この限りではありません。

別記第4号様式その 1、同様式その 2、同様式その 3、別記第 5号様式及び別記第6号様式中 「⑮Jを削る。

別記第 7号様式その 1別紙以外の部分中「⑮Jを削り、同様式別紙以外の部分の備考に次のように加える。

4 契約業者等(法人にあっては、その代表者)本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出

を、その代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は

提山を行ってください。ただし、契約業者等(法人にあっては、その代表者)本人の署名その他の措置があ

る場合は、この限りではありません。

別記第 7号様式その 2別紙以外の部分中 「⑮」を削り、同様式別紙以外の部分の備考に次のように加える。

3 契約業者等(法人にあっては、その代表者)本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出

を、その代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は

提出を行ってください。ただし、契約業者等(法人にあっては、その代表者)本人の署名その他の措置があ

る場合は、この限りではありません。

別記第 7号様式その 35:P1紙以外の部分中 「⑮Jを削り、同様式別紙以外の部分の備考に次のように加える。

3 契約業者等(法人にあっては、その代表者)本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出

を、その代理人が提出する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は

提出を行ってください。ただし、契約業者等(法人にあっては、その代表者)本人の署名その他の措置があ

る場合は、この限りではありません。

附則

この告示は、公表の日から施行する。

( 1箇月 2，350円送料と も) 発行人 干920-8580 石川県金沢市鞍月 1丁目1番地 石 川 県

印刷所 干92卜8002 石川県金沢市玉鉾4丁目 166番地 側 共 栄 TEL(076) 292-2236 


